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「地域生活支援事業の実施について」 新旧対照表 
（下線部が改正部分） 

改正 現行 

別紙１ （同右） 

 

別紙２ 

 

地域生活支援促進事業実施要綱 

 

１ （同右） 

 

２ 実施主体 

（１） （同右） 

 

（２）都道府県地域生活支援促進事業 

都道府県を実施主体とする。 

ただし、かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業、発達障害者支援体

制整備事業及び医療的ケア児等コーディネーター等養成研修等事業は指定

都市を含み、アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業、薬物依存症

に関する問題に取り組む民間団体支援事業及びギャンブル等依存症に関す

る問題に取り組む民間団体支援事業は指定都市、中核市、特別区及びその他

保健所設置市並びに都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所

設置市が適当と認めた団体を含む。 

なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適

切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は

一部を委託することができるものとする。 

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるもの

とする。 

 

３～６ （同右） 

 

（別記１）～（別記 16） （同右） 

 

 

 

 

 

 

別紙１ （略） 

 

別紙２ 

 

地域生活支援促進事業実施要綱 

 

１ （略） 

 

２ 実施主体 

（１） （略） 

 

（２）都道府県地域生活支援促進事業 

都道府県を実施主体とする。 

ただし、かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業、発達障害者支援体

制整備事業及び医療的ケア児等コーディネーター等養成研修等事業は指定

都市を含み、アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業、薬物依存症

に関する問題に取り組む民間団体支援事業及びギャンブル等依存症に関す

る問題に取り組む民間団体支援事業は指定都市及び中核市を含む。 

 

 

なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適

切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は

一部を委託することができるものとする。 

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるもの

とする。 

 

３～６ （略） 

 

（別記１）～（別記 16） （略） 
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改正 現行 

（別記 17） 

 

アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ （同右） 

 

２ 実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市並びに都道府

県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体 

 

３、４ （同右） 

 

（別記 18） 

 

薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ （同右） 

 

２ 実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市並びに都道府

県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体 

 

３、４ （同右） 

 

（別記 19） 

 

ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ （同右） 

 

２ 実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市並びに都道府

県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体 

 

３、４ （同右） 

 

（別記 20）、（別記 21） （同右） 

（別記 17） 

 

アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ （略） 

 

２ 実施主体 

都道府県・指定都市・中核市 

 

 

３、４ （略） 

 

（別記 18） 

 

薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ （略） 

 

２ 実施主体 

都道府県・指定都市・中核市 

 

 

３、４ （略） 

 

（別記 19） 

 

ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ （略） 

 

２ 実施主体 

都道府県・指定都市・中核市 

 

 

３、４ （略） 

 

（別記 20）、（別記 21） （略） 

 


